
様式第3号(第41条関係) (裏面)

備考
6 対象年j の欄の(報告 回目)は、当該年の何回目の報告かを肥入すること.
7 事業の種類j の欄怯 日本棟増産業分類の中分類によって間入すること.

1 ロロロで表示された枠(以下『記入枠J という. )に抱入する文字は 光学的
文字読取装置 (OCR) で直桜吹み取りを行うので この用紙は汚したり 穴を
あけたり、必要以上に折り幽げたりしないこと.

8 健康惨断実施機関の名称及び所在地j の欄は.健康診断を実施した機関が 2
以上あるときは その各々について記入すること.

9 在籍労働者数J. 従事労働者数J及び f受診労働者数』の欄は、鎗珍年月
日現在の人数を記入すること.なお この揚合、 「在籍労働者数J1ま常時使用す
る労働者数を 『従事労働者数Jは別表に掲げる特定化学物質業務に常時従事す
る労働者数をそれぞれ記入すること.

2 間報すべき事項のない欄又は記入枠は、空欄のままとすること.
3 記入枠の部分は 必ず黒のボールペシを使用し 様式右上に記裁された『練準
字体Iにならって 枠からはみ出さないように大きめのアラピア数字で明瞭に毘
践する ζ と. 10 特定化学物質業務の種別j の欄陪 別表を参照して 政当ロードを金で記入

し、 ( )内には具体的業務内容を記入すること.なお、該当コードを記入枠に
記入しきれない場合には 報告書を複数枚使用し 2枚目以降の報告書について
は、該当コード及び具体的業務内容並びに該当:::r-f:"ごとの従事労働者数等の項
目のほか『労働保険番号J. r憶診年月岡』及び f事実場の名称」の摘を記入す
ること.

4 対象年J の欄除、報告対象とした健康診断の実施年を記入すること.
5 与を遣し順次健診を実位して、 定期聞をまとめて報告する場合は 「対象
年j の欄の( 月~ 月分}にその期間を位入すること.また との場合の健診
年月日ほ報告白に最も近い健診年月日を!E入すること.

別表
11 産業医の氏名j の欄及び「事業者職氏名』の欄は、氏名を但裁し、押印する

ことに代えて、署名することができること.

コド 特定化学物質業務の内容 ロド 特定化学物質業務の内容 コド 特定化学物質業務の内容

001 
黄りん7，/チを院験研究のため製造し、 Xl< エチレンイミン(これをその重量の 1%を超 ートログリコ ル(これをその重量の 1%を

使用する業務 205 えて含有する製剤その他の物を含む。}を製造 225 超えて含有する製剤陀の他の物を含む.)を製

し‘又は取り扱う業務
造し、又は取り扱う業務

ベンジジン及びその塩(これらの物をその重
パラ ジメチルアミノアゾベンゼン(これを

002 量の 1%を超えて含有する製剤その他の鳴を含 』定化ピニル{これをその重量の 1%を超えて 221ら その重量の 1%を超えて含有する製卸その他の

む。)を製造し又は取り晶う業務 206 含有する製剤その他の物を吉む。)を製造し 物を含む.)を製造し、ヱは取り扱う業務

XI主取り想う業務 パフ =トロクロノレベンゼン{これをその草

4-7ミノジフェール及びその事(これらの 227 量の 5%を超えて含有する製剤その他の物を含

003 
物をその重量の 1%を超えて含有する製剤jその 塩禦(これをその重量の 1%を超えて含有す む四)を製造し、又は取り扱う業務

他6た物を含む.)を試験研究のため製造し、又 207 る製剤jその他の物を含む.)を製造し又は取 >ー，

は使用する業務 り扱う業務 易化水奨(これをその草量の 5%を超えて含

22& 有する製扱剤う業その務他¢物を含む.)を製造し、又

4ーニトロ・Y7エニノレ及びその塩{これらの オーラミン{これをその草量の 1%を超えて
は殺り

00" 
物をその重量の 1%を超えて含有する製剤その 208 含有する製剤その他の物を含む.)を製造する ベータープロピオラクトン(これをその重量

他の物を含む.)を試験研究のため製造し、又 事業場において製造し、又は取りま及う業務 22q の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む.)

は使用する業務 を製造し、又は取り扱う業務

ピス{クロロメチル)エーテル(これをその
オルト フタロジートリル(これをその重量 ベンゼン{これをその重量の 1%を超えて含

005 重量の 1%を超えて含有する製剤Jその他の物を
20q の1%を超えて吉有する製斉その他の物を含む.) 230 有する製剤その他の物を含む.)を製造し.'X

含む.)を製造し、又は取り扱う業務
を製造し、又は取り扱う業務 は取り扱う業務

ベ ターすフチルアミン及びその塩(これら カドミウム及びその化合物(これらの物をそ
ベンタクロノレフエノ ル(別名 PCP)及び

の物をその草量の 1%を超えて含有する製剤そ 210 の重量の 1%を超えて含有する製剤その他の物 231 
そのナトリウム塩(これらの物をその重量のl

006 
の他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業 を古む.)を製造し、ヱは取り扱う業務

%を超えて含有する製剤その他の物を含む園)
を製造し又は取り扱う業務

務

ベンゼンを含容有するゴムのりで、その含有す クロム酸超製及造えてびし吉そ、の塩{これらの物をその重量
マゼンタ{これをその重量の 1%を超えて含

211 の 1%を 有又すは取る製り剤扱その他の物を含
232 有する製剤その他の物を含む.)を製造する事

007 
るベンゼンの 量が当該ゴムのりの溶剤{希釈 む四)を し、又 扱う業務 難場において製造し‘又は取り扱う業務

剤を含製造む。し)の 5%を超えるものを試験研究の
ため .Xは使用する業務

マンガン及びその化合物{事基位酸化マンガ

クロロメチルメチルエーテル{これをその重 233 
ンを除く。) (これらの物をその重量の 1%を

008 削除 212 量の 1%を超えて含有する製剤その他の物を含 超えで含有する製剤その他の物を含む.)を製

む.)を製造し又は取り扱う業務 造し又は取り扱ラ業務

OOq 削除 " 
213 

王酷イヒパナジウム{これをその重量の 1%を 沃化メチル(これをその重量の 1%を超えて

ジクロJレベンジジン及びその塩{これらの物 超えて含有する製剤その他の物を含む.)を製 23ヰ 含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、

101 をその重量の 1%を超えて吉有する製剤その他 進し、又は取り扱う業務 又は取り扱う業務

の物を含む.)を製造し、ヱは取り扱う業務

Zて吉Iコ主有ー取ルすり扱タるー製うル剤業務そ(これをその重量の 5%を超え

硫化水素(これをその重量の 1%を超えて含

アルファーナフチルアミン及びその塩{これ 21斗 の他の物を含む.)を製造し、
235 有する製剤その他の物を含む四)を製惜し又

102 
らの物をその重量の 10/0-を超えて含有する製剤 は取り扱う業務

その他の物を含む.)を製造し又は取り扱う

業務
215 削除

硫酸ジメチル{これをその重量の 1%を超え

236 て含有する象期その他の物を含む.)を製造
し、又は取り扱う業務

塩素化ピブエエル{別名P.CB) (これをそ シアン化カ日ウム(これをその重量の 5%を製を
103 の重量の 1%を超えて含有する製剤Jその他の物 216 超えて含有する製剤その他の物を含む'.) ーツケル化合物 (:::;;:tケルカルポ~，レを除

を含む.)を製造し、又は取り扱う業務 迭し、又は取り扱う業務 237 き、粉状の物に'J!る。) (これをその重量の

1%を超を製え造て含し有、す又る製剤その他の物を含

オルトート!i'iン及びその塩(これらの物を シ含、ア有又すンはイ取るヒホ製り棄剤扱 {これをその重量の 1%を超え
む.) は取り扱う業務

10" その重量の 1%を超えて含有する製剤その他の
217 て そ業l'他務の物を含む.)を製造

し、又 り担う
Z砕か

物を含む.)を製造し、又は取り扱う業務
批素及びその化合物{アルシン及び枇化ガP

シアてン化含有すすトリウム{これをその重量の5% 238 
ウムを除く.) (これらの物をその重量の 1%
を超えて含有する製剤Jその他の物を含む。}を

デアニシジン及びその塩(これらの物をその 218 を超え る製剤その他の物を含む.)を 製造し又は致り扱う業務
105 重量の 1%を超えて含有する製剤その他の物を 製造し、又は取り扱う業務

含む.)を製造し、又は取り扱ラ業務 酸化プロピレン{これをその重量の 1%を超

3・3' ジクロロ 4・4' ジアミノジフエ
えて含有する製剤その他のものを合む。)を製

ベリリウム及びその化合物{これらの物をそ
21.q エルメタン{こ討をその重量の 1%を超えて含 23q 造し、又は費支り晶う業務(特定化学物質陣容予

の重量の 1%を超えて含有する製剤その他の物 有する製斉リその他の物を含む.)を製造し.文
防規則第2条の2第2母及び第3号に掲げるも

106 を古むq 合金にあってはもベ!J!Jウムをその重 は殺り扱う業務
のを除(.) 

量の 3%を超えて含有するものに限る.)を製 1・1 ジメチルヒドラジン{これをその重
造し、又は取り扱う業務

臭化メチル(これをその重量の 1%を超えて 2斗O 量の 1%を超えて含有する製剤その他の物を含

ベンゾトリクロリド{これをその重量の0.5%
220 含有する製扱剤うその他の物を含む.)を製造じ、 む.)を製造し文は取り扱う業務

又は取り 鶏務
107 を超えて含有する製剤その他の物を古む.)を インタウム化合物{これをその重量の 1%を

製造し、又は取り扱う業務

重ク%をロ製ムを酸趨造及えしびて、含又その塩 {これらの物をその重
2斗l 超えて含有する製剤その他の物を含む。}を製

アクリルアミド(これをその重量の 1%を超
221 量の 1 有する製剤その他の物を含

造 L、又は取り扱う業務

201 えて含有する製剤その他の物を含む。}を製造
む.) は取り扱う業務

エチルベンゼン{これをその重量の 1%を超

し、又は取り扱う業務
水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く.)

2"2 えて含有する製剤その他の物を含むJ を製造

222 
{これらの物をその重量の1'%を超えて含有す

し、又は取り扱う業務

アタリロエトリル(これをその重量の 1%を る製剤そ業の務他の物を含む.)を製造し、 XI立政
202 超えて含有する製剤その他の物を含む.)を製 り扱う

=パルト又はその無機化合物(これらの物を

進し、又は取り扱う業務 2"3 その重量の 1%を超えて含有する製剤その他の

物を含む。)を製造し、又は取り畠う業務
トリレンジイソシアネート{これをその雷量

アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基 223 の1%を超えて含有する製剤その他の物を含む.)

203 
又はエチJレ基であるものに限る.) (これをそ を製造し， Xは取り扱う業務

の重量の 1%を超えて含有する製剤その他の物

を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 ;::.，/ケJレカJレポ=ル{ニれをその重量の 1%
22斗 を趨えて含有する製剤その他の物を含む.)を

20" 削除 製造し‘又は取り扱う業務

」一一一ー


